
オープニングイベントのお知らせ　1/15㈮～17㈰

問い合わせ　しごと・くらしサポートセンター　☎27-6177
　　　　　　市商工観光課 商工業支援係　☎27-8421

15金1/ 「しごと・くらしサポートセンター」が
オープンします

　イオンタウン釡石２階に、しごと・くらしサポートセンターがオープンします。
　センター内に設置される「ジョブカフェかまいし」は、仕事に関する相談や適職診断など、釡石で「働く」ことをサ
ポートするための場所で、どなたでも無料で利用できます。各種セミナーの開催や、企業からの相談にも応じます。
　４月からは、釡石へのＵ・Ｉターンに関する相談も受け付ける予定です。

１月15日㈮　イベント実施時間12時～17時

事業者向け採用力向上セミナー「地域で魅力的な職場をつく
る３つのキーワード」
14時～15時〔定員：15人〕

１月16日㈯、17日㈰　イベント実施時間10時～17時

１/16㈯
・ 働き方セミナー「ワークライフバランスを重視した働き方
について」13時15分～14時15分〔定員：15人〕
・ 子育てまるっと応援ブース（気軽に子育てトークしません
か？）
１/17㈰
・ ライフプラン＆マネーセミナー「お金に関わる知識を学ぶ」
　13時15分～14時45分〔定員：15人〕

期間中毎日開催
・ お楽しみ抽選会（チラシ裏面のアンケートに
答えて参加できます）
・ キャリアコンサルタントによる個別相談会
・ 適職診断ブース
☆ セミナーや相談会は当日の申し込みとなりま
す（先着順）
☆ 16日㈯・17日㈰はキッズスペースに保育士
が常駐しますので、お子さま連れの人もお気
軽にご来場ください

施設の紹介
名称　しごと・くらしサポートセンター
開所時間　10時～18時
休所日　毎週木曜日、年末年始

施設の内容

・ 個別相談ブース
・ 資料コーナー（求人情報や職業訓練情報、イベント情報などが閲覧できます）
・ フリースペース（無料パソコンの貸し出しやフリーWi-Fi完備で、インターネットによる情報収
集や、応募書類の作成などもできます）
・ セミナールーム
・ 会議室
・ キッズスペース（お子さま連れで利用できます）

ジョブカフェ
かまいし

・ 専門相談員による個別相談
・ 適職診断やキャリアカウンセリング
・ 応募書類作成や面接のサポート
・ 就職セミナーや、シニア向け・ママ向け・企業向けなど各種セミナーの実施
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※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの
着用と検温や手指の消毒にご協力をお願いします。
　また、体温が37.5℃以上の人や体調のすぐれな
い人は、来場をお控えください

ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか？
「基本給付」を再支給しています

灯油購入費の一部を助成します

　令和２年８月からひとり親世帯臨時特別給付金の給付が始まりましたが、基本給付の再支給を受けられる
ようになりました。
　基本給付の申請を済ませていない人は、基本給付分と再支給分を併せて申請することができます。
　既に申請済みの人は、改めて手続きをしていただく必要はなく、随時支給します。
※ 児童扶養手当受給者（全部停止者を除く）、11月中に基本給付の申請を行った人には、12月28日に支給
済みです

　市は、市民税が課税されていない高齢者世帯などに灯油購入費の一部を助成します。なお、社会福祉
施設入所世帯、入院世帯は対象外です。

●給付額
　１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円を加算
●対象
　平成14年４月１日より後に生まれた子どもを扶養
しているひとり親世帯の人で、①②のいずれかに該当
する人（児童扶養手当の認定の有無は問いません）
① 公的年金等を受給しているため、令和２年６月分の
児童扶養手当の支給を受けていない人
② 児童扶養手当の受給要件を満たす人で、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の
収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人
●申請期限
　２月26日㈮
　※郵送の場合は２月28日㈰ 当日消印有効

●申請書類
　・申請書
　・収入、所得に関する申立書
　・本人確認書類の写し
　・通帳の写し　
　・収入の額がわかるもの
　・年金額がわかるもの（年金受給者のみ）
　・戸籍謄本
※ いずれも児童扶養手当の支給制限限度額に相当する
収入額を超える場合は支給されません
※ 家計が急変した人の追加給付（黄色い申請書）の申
請も引き続き受け付けます
※ 申請書類が異なる場合がありますので、一度お問い
合わせください

対 象

① 令和３年１月１日現在で釡石市に住民登録をしており、令和２年度の市民税が非課税
で、次のいずれかに該当する世帯

●高齢者世帯…満65歳以上になる人のみで構成される世帯
● 障がい者世帯…身体障害者手帳１・２級、精神障害者保健福祉手帳１級、療育手帳交
付区分A、特別児童扶養手当１級、要介護４以上に該当する人がいる世帯

● ひとり親世帯…父母のどちらか一方、または父母に代わる人が18歳以下の子どもを養
育している世帯

②令和３年１月１日現在、生活保護を受けている世帯　※申請不要
助 成 額 １世帯当たり5,000円

申請期間 １月18日㈪～２月26日㈮　※土・日曜日、祝日を除く

申請方法
①所定の申請用紙に必要事項を記入の上、市の窓口に提出してください
② 口座振込のため、必ず振込先の通帳を持参してください
※該当すると思われる世帯には市から案内文書を送ります

申請場所 市高齢介護福祉課・市地域福祉課・市子ども課（いずれも市保健福祉センター２階）
各地区生活応援センター

問い合わせ　市子ども課 子ども福祉係　☎22-5121

問い合わせ　高齢者世帯… ………………………市高齢介護福祉課　☎22-0178
　　　　　　障がい者世帯、生活保護世帯……市地域福祉課　　　☎22-0177
　　　　　　ひとり親世帯………………………市子ども課　　　　☎22-5121
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